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令和３年度 第１回教育研究評議会議事要旨 

 

  日  時  令和３年４月１４日（水） １３時３０分～１４時４５分（オンライン会議） 

出 席 者  学長，田村理事，河田理事，細井理事，小嶋理事，藪田理事，坂本理事， 

山根副学長,後藤副学長,松浦副学長，安延副学長，岸本，塩野谷，中村，景山，

坂口，松岡，霜村，猪迫，児玉，山口，小玉の各評議員 

陪 席 者  田中監事，大野学長室副室長，藤村学長顧問 

 

 ＜新任評議員，陪席者の紹介＞ 

 

議長代理の指名 

   議事に先立ち，学長から，令和３年４月からの役員体制の変更に伴い，教育研究評議会

の議長代理について，第１順位に教育担当理事（田村理事），第２順位に研究担当理事  

（河田理事）を指名する旨，発言があった。 

 

 議事要旨の確認 

     令和２年度第１１回（３月１０日開催）の議事要旨を承認した。 

  

議  題 

  １．鳥取大学における研究活動の不正行為の防止等に関する規則等の一部改正 

本学の研究活動に係る不正行為を防止するための体制の強化を図り，公正な研究活動を

推進するため，以下の規則を一部改正することについて，資料に基づき説明の後，審議し

承認した。 

  ・鳥取大学における研究活動の不正行為の防止等に関する規則 

  ・鳥取大学における研究活動の不正行為の防止等に関する細則 

 

２．ダイキン工業株式会社との包括連携協定 

ダイキン工業株式会社との組織的な産学連携に係る包括連携協定を締結し，令和３年度

から１０年間に渡り４つのプログラムに取り組むことについて，資料に基づき説明の後，

審議し承認した。 

 

３．「鳥取大学組織的産学連携取扱規則」及び「鳥取大学協創連携講座及び協創連携部門  

規則」の制定 

 本学における産官学連携の「組織」対「組織」体制による本格的な共同研究を拡大し，

組織的産学連携の大型化，長期化，多角化等に対応すること等を目的とし，以下の規則を

制定することについて，資料に基づき説明の後，審議し承認した。 

   ・鳥取大学組織的産学連携取扱規則 

   ・鳥取大学協創連携講座及び協創連携部門規則 

  

４．名誉博士の称号授与 

ダイキン工業株式会社取締役会長 井上礼之氏に対する名誉博士の称号授与について, 

推薦理由及び功績を資料に基づき説明の後，審議し承認した。 
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５．学長選考会議委員の選出  

教育研究評議会から選出する学長選考会議委員について，平成２０年度第１回教育研究

評議会の申し合わせに基づき，令和３年４月１日付け評議員の任命に伴い，以下の者を 

選出する旨を説明の後，審議し承認した。 

【鳥取大学学長選考会議委員】 

  岸本  覚（地域学部長） 

  中村 廣繁（医学部長） 

  坂口 裕樹（工学部長） 

  霜村 典宏（農学部長） 

  原田  省（医学部附属病院長） 

   

報  告 

１．令和３年度鳥取大学入学者数 

令和３年度の各学部・研究科毎の入学者数及び充足率等について，資料に基づき報告が

あった。 

 

２．令和３年度鳥取大学予算  

令和３年度鳥取大学予算の概要について，資料に基づき報告があった。 

 

３．目的積立金の事業計画  

  文部科学大臣から承認を受けた目的積立金のうち，大学分及び附属病院分について， 

施設・設備の整備に充当する事業計画を実施することについて，資料に基づき報告があっ

た。 

 

４．その他 

 ①次回開催予定 

   次回の定例開催日は５月１２日（水）である旨，説明があった。 


